
令和７年度採用 

会 計 年 度 任 用 職 員 募 集 要 項 
 

Ⅰ 募集の概要 

１ 短時間勤務会計年度任用職員とは 

地方公務員法第２２条の２第１項第１号の規定に基づき、一会計年度を超えない範囲内で任

用される非常勤の職員です。一般職の地方公務員となるため、法律に定める服務の規定が適用

されます。 

２ 募集職種・勤務条件 

在宅調査員 

（１）任用予定日 

  令和７年４月１日  

※１月から研修有 

（２）採用予定人数 １名 

（３）採用資格  

 ・介護支援専門員、保健師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、理学療

法士、作業療法士のいずれかの資格を有すること。 

 ・普通自動車運転免許を有すること。 

（４）勤務時間 

  勤務日 月曜日から金曜日まで（祝日を除く）の１日７．５時間 

週３７．５時間程度（応相談） 

（５）報酬 

１時間当たり １，６００円以上 

  ※知多北部広域連合の規定による旅費別途支給 

※当月分を翌月１８日に支給（ただし、支払日が休日、土曜日又は日曜日のときはそ

の前日に支給） 

（６）年次有給休暇制度  有 

（７）社会保険等適用の有無 

 ①社会保険適用の有無・・・有   ②雇用保険適用の有無・・・有 

   ③労災適用の有無  ・・・有 

（８）勤務内容 

・私用車による要介護認定に係る訪問調査（月３０～４０件程度） 

・調査場所は、広域連合管内（主に東浦町）。ほかに近隣の病院・施設等 

・調査データの受け渡し等は、開庁日の午前９時から午後５時の間に、東浦町役場

ふくし課の端末から行う。 

 

Ⅱ 欠格事項など 

 地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する方は、申込みできません。また、採用決

定後に欠格条項に該当する場合は、採用を取り消します。 

【地方公務員法（抜粋）】 

 



第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、

又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する

罪を犯し、刑に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

Ⅲ 申込手続 

１ 申込受付期間 

令和６年１２月２日（月）から１２月１６日（月）まで（土曜日、日曜日を除く。）に知多北

部広域連合事業課認定係（電話番号０５２－６８９－２２６２）へ下記提出書類を提出してお

申し込みください。 

 ※受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までは除く。） 

２ 提出書類 

  知多北部広域連合短時間勤務会計年度任用職員任用申込書（履歴書） 

※提出書類記載上の注意 

・黒のボールペン又はサインペンを使用し、かい書で記入してください。 

・記載事項は、提出日現在で記入してください。 

・虚偽の記載がある場合は、採用される資格を失うことがあります。 

３ 申込方法 

申込書等を事業課認定係へ直接持参又は郵送 

 ※発熱等の症状が見られるときは、必ず電話連絡の上郵送による申込みを行ってください。 

※郵送による申込みの際は、必ず電話連絡の上、封筒に朱書きで「会計年度任用職員採用申

込書在中」と記入し、次の宛先へ簡易書留で郵送してください。（令和６年１２月１６日（月）

必着）なお、郵送に係る費用は申込者負担とします。 

 

 

 

 

４ 注意事項 

⑴ 申込資格を満たしていない場合、提出書類に不備がある場合及び申込期限を過ぎた場合は、

受付できません。 

⑵ 受け付けた書類は、返却できません。 

⑶ 地方公務員法の規定に基づき、採用後１か月間は条件付採用となります。 

⑷ 外国籍の方も申込みできます。ただし、採用日時点の在留資格に就労制限がある場合は採

用されません。 

⑸ 障がいがある方で、選考時及び就労に配慮が必要な方は、必ず申込時に申し出てください。 

 

〒４７６－０００３ 

愛知県東海市荒尾町西廻間２番地の１ 

知多北部広域連合 事業課認定係 会計年度任用職員採用担当 行 



Ⅳ 申込み採用までの流れ 

 

 時  期 内  容 

申込み 
１２月 ２日(月)から 

１２月１６日(月)まで 
事業課認定係に書類を提出 

選考 １２月１９日(木) 面接試験を実施 

採否通知 １２月２３日(月) 採否通知の送付 

勤務開始  ４月 １日(火)から 
勤務条件に基づき勤務開始 

（１か月は条件付き採用） 

 

 

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 問 合 せ ・ 提 出 先 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 

知多北部広域連合 事業課認定係 

〒476-0003 東海市荒尾町西廻間２番地の１ 電話 052-689-2262（直通） 

Ｅメール nintei@chitahokubu.or.jp 

 


